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(57)【要約】
【課題】地球環境に悪影響を与えにくい植物由来材料を
用いながら軽量化を図った合成板を提供する。
【解決手段】　平均繊維長が０．０５ｍｍ以上３００ｍ
ｍ以下で且つ平均繊維幅が０．０５ｍｍ以上２ｍｍ以下
の繊維状のリグノセルロース系材料と、ポリブチレンサ
クシネート系樹脂材料およびポリ乳酸系樹脂材料の少な
くとも一方を含む樹脂材料と、平均粒径１μｍ以上３０
００μｍ以下の微小中空体材料とを含有するように構成
する。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平均繊維長が０．０５ｍｍ以上３００ｍｍ以下で且つ平均繊維幅が０．０５ｍｍ以上２
ｍｍ以下の繊維状のリグノセルロース系材料と、
　ポリブチレンサクシネート系樹脂材料およびポリ乳酸系樹脂材料の少なくとも一方を含
む樹脂材料と、
　平均粒径１μｍ以上３０００μｍ以下の微小中空体材料とを含有する
ことを特徴とする合成板。
【請求項２】
　該リグノセルロース系材料が、平均繊維長１０ｍｍ以上９０ｍｍ以下の繊維状の竹であ
る
ことを特徴とする、請求項１に記載の合成板。
【請求項３】
　該樹脂材料および該微小中空体材料の合計重量に対する該微小中空体材料の重量比が１
重量％以上５０重量％以下である
ことを特徴とする、請求項１または２に記載の合成板。
【請求項４】
　該樹脂材料および該リグノセルロース系材料の合計重量に対する該リグノセルロース系
材料の重量比が２０重量％以上８０重量％以下である
ことを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の合成板。
【請求項５】
　該微小中空体の殻が無機物で形成されている
ことを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の合成板。
【請求項６】
　該微小中空体の殻が熱可塑性樹脂で形成され且つ該殻内に低沸点炭化水素が内包されて
いる
ことを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の合成板。
【請求項７】
　該樹脂材料が、
　平均繊維長５ｍｍ以上１０２ｍｍ以下で且つ平均繊維径２ｄｔｅｘ以上１００ｄｔｅｘ
以下の繊維状樹脂である
ことを特徴とする、請求項１～６いずれか１項に記載の合成板。
【請求項８】
　該樹脂材料が、
　平均粒径１μｍ以上３０００μｍ以下の粉末状樹脂である
ことを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項に記載の合成板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の内装用板材として好適な、植物由来材料を用いた合成板に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車両の内装部材や建築部材として用いられる一般的な合成板は、木材チップ
に対して接着剤としてのフェノール樹脂を混合することで形成されている。
　しかしながら、近年は地球環境への悪影響が少ない材料を使用することが強く求められ
ているところ、フェノール樹脂のような石油に由来する材料（石油由来材料）を用いずに
、合成板を作る技術が開発されている。なお、石油由来材料を用いずに合成板を作る技術
の１つとしては、以下の特許文献１が挙げられる。
【特許文献１】特開平９－３９１２７号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、植物に由来する材料（植物由来材料）により形成された合成板はその比
重が高いという課題がある。
　合成板の比重が高くなることのデメリットは様々であるが、例えば、車両の天井の内装
を形成する部材であるヘッドライニングにこのような比重の高い合成板を用いると、その
自重でヘッドライニングが撓んでしまうという事態が生じる。
【０００４】
　また、車両のドアの内装に用いられるパネル（ドアパネル）に、このような比重の高い
合成板を用いた場合でも、自重による撓みという課題は生じにくいものの、車両重量を増
大させることとなるため、車両の燃費が低下してしまう。
　また、合成板の比重が高くなると運搬に要する労力が増大するため、車両の組み立て現
場のみならず建築現場など種々の現場において、地球環境に悪影響を与えにくい材料で形
成された合成板であって、且つ、比重の低いものの開発が待たれている。
【０００５】
　本発明はこのような課題に鑑み案出されたもので、地球環境に悪影響を与えにくい植物
性由来材料を用いながら軽量化を図った合成板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の合成板（請求項１）は、平均繊維長が０．０５ｍｍ
以上３００ｍｍ以下で且つ平均繊維幅が０．０５ｍｍ以上２ｍｍ以下の繊維状のリグノセ
ルロース系材料と、ポリブチレンサクシネート系樹脂材料およびポリ乳酸系樹脂材料の少
なくとも一方を含む樹脂材料と、平均粒径１μｍ以上３０００μｍ以下の微小中空体材料
とを含有することを特徴としている。
【０００７】
　また、請求項２記載の本発明の合成板は、請求項１記載の内容において、該リグノセル
ロース系材料が、平均繊維長１０ｍｍ以上９０ｍｍ以下の繊維状の竹であることを特徴と
している。
　また、請求項３記載の本発明の合成板は、請求項１または２に記載の内容において、該
樹脂材料および該微小中空体材料の合計重量に対する該微小中空体材料の重量比が１重量
％以上５０重量％以下であることを特徴としている。
【０００８】
　また、請求項４記載の本発明の合成板は、請求項１～３のいずれか１項に記載の内容に
おいて、該樹脂材料および該リグノセルロース系材料の合計重量に対する該リグノセルロ
ース系材料の重量比が２０重量％以上８０重量％以下であることを特徴としている。
　また、請求項５記載の本発明の合成板は、請求項１～４のいずれか１項に記載の内容に
おいて、該微小中空体の殻が無機物で形成されていることを特徴としている。
【０００９】
　また、請求項６記載の本発明の合成板は、請求項１～４のいずれか１項に記載の内容に
おいて、該微小中空体の殻が熱可塑性樹脂で形成され且つ該殻内に低沸点炭化水素が内包
されていることを特徴としている。
　また、請求項７記載の本発明の合成板は、請求項１～６のいずれか１項に記載の内容に
おいて、該樹脂材料が、平均繊維長５ｍｍ以上１０２ｍｍ以下で且つ平均繊維径２ｄｔｅ
ｘ以上１００ｄｔｅｘ以下の繊維状樹脂であることを特徴としている。
【００１０】
　また、請求項８記載の本発明の合成板は、請求項１～６のいずれか１項に記載の内容に
おいて、該樹脂材料が、平均粒径１μｍ以上３０００μｍ以下の粉末状樹脂であることを
特徴としている。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明の合成板によれば、地球環境に悪影響を与えにくい植物由来材料を用いながら軽
量化を図り且つ必要な剛性を確保できその汎用性を高めることができる。（請求項１）
　また、成長が早く種々の産地から入手しやすい竹を用いることで、コストの抑制を図り
ながら、環境保護に寄与することが可能となる。また、比強度が極めて高い竹を使用する
ことで、合成板の剛性を大幅に高めることができる。さらに、竹は高い抗菌性を有してお
り雑菌の繁殖を防ぐこともできる。（請求項２）
　また、樹脂材料および微小中空体材料の合計重量に対する微小中空体材料の重量比を１
重量％以上５０重量％以下とすることで、一般的に必要とされる剛性や強度を確保しなが
ら十分な軽量化を図ることができる。（請求項３）
　また、樹脂材料およびリグノセルロース系材料の合計重量に対するリグノセルロース系
材料の重量比を２０重量％以上８０重量％以下とすることで、一般的に必要とされる剛性
や強度を確保しながら十分な軽量化を図ることができる。（請求項４）
　また、微小中空体材料の殻を無機物で形成することで、加熱プレス加工された場合であ
っても微小中空体材料が潰れることを防ぎ、確実に軽量化を図ることができる。（請求項
５）
　また、微小中空体材料の殻を熱可塑性樹脂で形成し且つ殻内に低沸点炭化水素を内包す
ることで、加熱プレス加工された場合に殻が潰れて炭化水素ガスを放出させて発泡させ、
確実に軽量化を図ることができる。（請求項６）
　また、樹脂材料を平均繊維長５ｍｍ以上１０２ｍｍ以下で且つ平均繊維径２ｄｔｅｘ以
上１００ｄｔｅｘ以下の樹脂繊維とすることで、樹脂材料とリグノセルロース系材料とを
効率よく混ぜ合わせることができる。（請求項７）
　また、樹脂材料を平均粒径１μｍ以上３０００μｍ以下の樹脂粉末とすることで、樹脂
材料とリグノセルロース系材料とを効率よく混ぜ合わせることができる。（請求項８）
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明するが、以下の説明は本発明の実施形態
の一例（代表例）であり、本発明はその要旨を超えない限り、これらの内容に特定される
ものではない。
　なお、以下の説明において、ある原料モノマーに由来するポリマーの繰り返し単位を表
わす場合に、その原料モノマーの化合物名に「成分」という言葉を付して表わす場合があ
る。例えば、コハク酸に由来する繰り返し単位は「コハク酸成分」という。
【００１３】
　また、“平均”という文言により規定される値は、特に説明がない限り、算術平均値を
意味するものとする。
〔Ｉ　樹脂材料〕
〔ＩＡ　ポリブチレンサクシネート系樹脂（ポリコハク酸樹脂）材料〕
　本発明の合成板に使用されるポリブチレンサクシネート系樹脂としては、特に制限され
るものではないが、通常は以下に規定するものを用いる。
〔ＩA－ａ　構造〕
　ポリブチレンサクシネート系樹脂は、１，４－ブタンジオールとコハク酸とがエステル
結合により交互に結合した構造を有する。なお、１，４－ブタンジオール及びコハク酸以
外の原料モノマーが共重合したものであってもよい。なお、１，４－ブタンジオール及び
コハク酸以外の原料モノマーとしては、乳酸やイソシアネートが挙げられる。
〔ＩＡ－ｂ　入手法〕
　本発明で使用するポリブチレンサクシネート系樹脂は、市販のものであってもよく、合
成したものでもよい。
【００１４】
　市販のポリブチレンサクシネート系樹脂の例としては、三菱化学株式会社製のＧＳ　Ｐ
ｌａ（商品名）、昭和高分子株式会社製のビオノーレ１０００シリーズ（商品名）等が挙
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げられる。
　なお、これらのいずれを用いてもよいが、植物由来のコハク酸から製造されているとい
う理由から、三菱化学株式会社製のＧＳ　Ｐｌａ（商品名）を用いることが好ましい。
【００１５】
　また、ポリブチレンサクシネート系樹脂を合成する場合、その手法は特に制限されない
が、通常は１，４－ブタンジオール及びコハク酸、並びに必要に応じて使用されるその他
のモノマー成分をエステル重合反応させることにより、合成することが可能である。
　なお、本発明では、以上説明したポリブチレンサクシネート系樹脂を、一種類のみ単独
で用いてもよく、二種類以上を任意の組み合わせ及び比率で混合して用いてもよい。
〔ＩＢ　ポリ乳酸系樹脂材料〕
　本発明の合成板に使用されるポリ乳酸系樹脂としては、特に制限されるものではないが
、通常は以下に規定するものを用いる。
〔ＩＢ－ａ　入手法〕
　本発明で使用するポリ乳酸系樹脂は、市販のものであってもよく、合成したものでもよ
い。
【００１６】
　市販のポリ乳酸系樹脂の例としては、Ｎａｔｕｒｅ　Ｗｏｒｋｓ社製のＮａｔｕｒｅ　
Ｗｏｒｋｓ（商品名）、三井化学株式会社製のレイシア（商品名）等が挙げられる。
　なお、本発明では、以上説明したポリ乳酸系樹脂を、一種類のみ単独で用いてもよく、
二種類以上を任意の組み合わせ及び比率で混合して用いてもよい。
〔ＩＩ　樹脂材料〕
　本発明の合成板に使用される樹脂材料は、上述のポリブチレンサクシネートおよびポリ
乳酸系樹脂の少なくとも一方を含むものである。この場合、ポリブチレンサクシネートと
ポリ乳酸系樹脂のいずれか一方のみを用いてもよいし、双方を配合して用いても良い。な
お、配合量を変更することで形成する合成板の剛性を調整することも可能である。
〔ＩＩ－ａ　性状〕
　本発明の合成板に使用される樹脂材料は、固体および液体のいずれでもよい。また、溶
媒で溶解または分散するようにしてもよい。このとき、エマルジョン，溶液，繊維，粉末
のいずれの性状で用いるようにしても良い。
【００１７】
　なお、樹脂材料をエマルジョンまたは溶液として用いた場合には、後述するスプレー式
ブレンド手法によりブレンド材を形成することが可能であるという利点がある。また、樹
脂材料を繊維または粉末として用いた場合には、後述する機械式ブレンド手法によりブレ
ンド材を形成することが可能であるという利点がある。
　また、繊維状の樹脂を用いる場合には、平均繊維長を、通常５ｍｍ以上とするとともに
、通常１０２ｍｍ以下とすることが好ましい。
【００１８】
　より詳細には、機械式ブレンド手法（後述する）においてエアー式の混合機を用いてブ
レンド材を形成する場合、樹脂の平均繊維長を、５ｍｍ以上とするとともに、１５ｍｍ以
下とすることが好ましい。
　また、機械式ブレンド手法において反毛機等を用いてブレンド材を形成する場合、樹脂
の平均繊維長を、１５ｍｍ以上とするとともに、１０２ｍｍ以下とすることが好ましい。
【００１９】
　また、樹脂の平均繊維径が、通常２ｄｔｅｘ以上、中でも５ｄｔｅｘ以上、さらに１０
ｄｔｅｘ以上とするとともに、通常１００ｄｔｅｘ以下、中でも８０ｄｔｅｘ以下、さら
に５０ｄｔｅｘ以下とすることが好ましい。
　このような繊維状の樹脂を用いることで、後述するリグノセルロース系材料と効率よく
混ぜ合わせることができるというメリットがある。
【００２０】
　また、粉末状の樹脂を用いる場合には、平均粒径を、１μｍ以上、３０００μｍ以下と
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することが好ましい。
　このような粉末状の樹脂材料を用いることで、後述するリグノセルロース系材料と効率
よく混ぜ合わせることができるというメリットがある。
〔ＩＩ－ｂ　その他の物性〕
　この樹脂に対して末端封鎖等の処理を行ない、加水分解性および生分解性を抑制してお
くことが好ましい。より具体的には、５０℃，９０％ＲＨの環境下に４８０時間置かれた
際に、引張り破断伸びが初期値の８０％以上であれば、十分な耐加水分解性および耐生分
解性を備えているものといえる。
〔III  リグノセルロース系材料〕
　本発明の合成板に使用されるリグノセルロース系材料の種類は特に制限されるものでは
ないが、通常は以下に規定するものを用いる。なお、リグノセルロース系材料は、主に、
リグニン、セルロース、ヘミセルロースから構成される樹木や草木類をいう。
〔III－ａ　性状〕
　本発明の合成板に用いられるリグノセルロース系材料としては、通常、竹，ケナフ，麻
などの植物性材料を繊維化したものを用いる。また、リグノセルロース系材料を、一種類
のみ単独で用いてもよく、二種類以上を任意の組み合わせ及び比率で混合して用いてもよ
い
　また、リグノセルロース系材料の繊維化の手法はどのような手法でも良く、例えば、反
毛機等を用いた機械的手法，リグノセルロース系材料をアルカリ水溶液に漬すアルカリ処
理手法をはじめ、蒸煮や，爆砕といった種々の手法を用いることができる。
【００２１】
　また、この一種類または二種類以上の繊維化されたリグノセルロース系材料は、平均繊
維長が、通常０．０５ｍｍ以上、好ましくは１ｍｍ以上、さらに好ましくは１０ｍｍ以上
とするとともに、通常３００ｍｍ以下、好ましくは２００ｍｍ以下、さらに好ましくは９
０ｍｍ以下とする。
　また、この繊維化したリグノセルロース系材料は、平均繊維径が、通常０．０５ｍｍ以
上、好ましくは０．１ｍｍ以上とするとともに、通常２ｍｍ以下、好ましくは１．６ｍｍ
以下とする。
〔ＩＶ　微小中空体材料〕
　本発明の合成板に使用される微小中空体材料の種類は特に制限されるものではないが、
通常は以下に規定するものを用いる。
〔ＩＶ－Ａ　構造および入手法〕
　本発明で用いられる微小中空体材料は、その殻が無機物で形成されているものか、或い
は、その殻が熱可塑性樹脂で形成され且つ殻内に低沸点炭化水素を含むものを用いる。
【００２２】
　無機物製の微小中空体材料は、加熱プレス加工時に潰れにくく、中空形状を確実に維持
することが可能となるので、確実に軽量化を図れるという利点がある。
　また、熱可塑性樹脂で形成され且つ殻内に低沸点炭化水素を含む微小中空体材料は、加
熱プレス加工時に殻が潰れることで炭化水素ガスが殻内から放出され発泡することで効率
よく軽量化を図れるという利点がある。
【００２３】
　なお、ここで、熱可塑性樹脂の具体例としては、塩化ビニリデンアクリル共重合物やア
クリル系共重合物などが挙げられる。また、微小中空体材料に内包されるガスは、例えば
、炭化水素であって、代表例としてはイソブタンなどが挙げられる。
　具体的には、
（ａ）ガラス原料の微小中空体材料（ガラスバルーン），
（ｂ）火山灰原料の微小中空体材料（シラスバルーン），
（ｃ）アルミナ珪酸原料の微小中空体材料（アルミナ珪酸質バルーン），
（ｄ）高分子原料の微小中空体材料（高分子中空微小球）
のうちのいずれかを用いる。
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【００２４】
　ここで、市販されているもので、本発明に適用できるものの具体例を以下に挙げる。
（ａ）ガラスバルーン
・住友スリーエム株式会社製
　［商品名］スコッチライトグラスバブルズ
　［タイプ］Ｋ３７
　［真密度］０．３７ｇ／ｃｍ3

　［かさ密度］０．２３ｇ／ｃｍ3

　［充填率］（かさ密度／真密度）　６２％
　［平均粒径］４０μｍ
（ｂ）シラスバルーン
・浅間軽石株式会社製
　［商品名］サイラックスバルーン
　［タイプ］ＰＢ－０５
　［真密度］０．９～１．１ｇ／ｃｍ3

　［かさ密度］０．３２～０．３５ｇ／ｃｍ3

　［充填率］（かさ密度／真密度）　２９～３８％
　［平均粒径］４０μｍ
（ｃ）アルミナ珪酸質バルーン
・東海工業株式会社製
　［商品名］フライアッシュバルーン
　［タイプ］ＴＦ５０
　［真密度］０．７～０．９ｇ／ｃｍ3

　［平均粒径］１５０μｍ
（ｄ）高分子中空微小球
・松本油脂製薬株式会社製
　［商品名］マツモトマイクロスフェア
　［タイプ］Ｆ３６－Ｄ
　［平均粒径］５～１５μｍ
〔ＩＶ－ｂ　粒径〕
　本発明で用いられる微小中空体材料の平均粒径は、通常１μｍ以上、好ましくは５μｍ
以上とするとともに、通常３０００μｍ以下とする。
【００２５】
　ここで、微小中空体材料の平均粒径が小さすぎると、リグノセルロース系材料の繊維集
合体であるクッション状の繊維網目からこぼれ落ち、うまく混合ができず分離してしまう
という事態が生じ、他方、微小中空体材料の平均粒径が大きすぎると、発泡状態が荒すぎ
て合成板の強度が低下するという事態が生じる。
〔ＩＶ－ｃ　殻形状〕
　本発明で用いられる微小中空体材料の粒形状は特に限定されない。例えば、上述のスコ
ッチライトグラスバブルズ（商品名），フライアッシュバルーン（商品名）およびマツモ
トマイクロスフェア（商品名）は略真円の球形の殻であり、他方、サイラックスバルーン
（商品名）は表面に凹凸を有する殻である。
〔Ｖ　合成板〕
　本発明の合成板は、上述のリグノセルロース系材料と、樹脂材料と、微小中空体材料を
含有していれば、その他に特に制限はないが、好ましくは以下の特徴を有するものである
。
〔Ｖ－ａ　樹脂材料とリグノセルロース系材料との割合〕
　樹脂材料の合計重量に対し、リグノセルロース系材料の重量比を、通常２０重量％以上
、中でも３０重量％以上とするとともに、通常８０重量％以下、中でも７０重量％以下が
好ましい。
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【００２６】
　ここで、リグノセルロース系材料の重量比が低過ぎると、合成板に必要な剛性や強度を
確保することができないという事態が生じ、また、リグノセルロース系材料の重量比が高
過ぎても、バインダーとしてのポリブチレンサクシネート系樹脂材料やポリ乳酸系樹脂材
料の重量比が相対的に低くなり、リグノセルロース系材料に対する接着性が低下し、やは
り、合成板に必要な剛性や強度を確保することができないという事態が生じる。
〔Ｖ－ｂ　リグノセルロース系材料および樹脂材料と微小中空体材料との割合〕
　リグノセルロース系材料および樹脂材料と微小中空体材料との合計重量に対する微小中
空体材料の重量比を、通常１重量％以上、中でも５重量％以上、さらには１０重量％以上
とするとともに、通常５０重量％以下、中でも４５重量％以下、さらには４０重量％以下
とすることが好ましい。
〔Ｖ－ｃ　その他の成分〕
　本発明の合成板は、リグノセルロース系材料、樹脂材料、および、微小中空体材料以外
に、その他の成分を含有していてもよい。
【００２７】
　その他の成分の例としては、着色剤、加水分解防止剤（末端封止剤）、酸化防止剤、熱
安定剤、光安定剤等が挙げられる。これらは何れも、一種を単独で使用してもよく、二種
以上を任意の組み合わせ及び比率で併用してもよい。
〔Ｖ－ｄ　物性〕
　本発明の合成板の厚さは、特に制限されるものではないが、通常０．５ｍｍ以上、中で
も１ｍｍ以上、また、通常２０ｍｍ以下、中でも１０ｍｍ以下、であることが好ましい。
【００２８】
　厚みが大き過ぎると、重量および体積が増え過ぎてしまい、特に、自動車用内装材とし
ては不適当となる場合があり、厚みが小さ過ぎると、強度不足や剛性不足となる場合があ
る。
　また、本発明の合成板の密度は、特に制限されるものではないが、通常０．３ｇ／ｃｍ
3以上、中でも０．４ｇ／ｃｍ3以上、更には０．５ｇ／ｃｍ3以上、また、通常１．２ｇ
／ｃｍ3以下、中でも１．０ｇ／ｃｍ3以下、更には０．８ｇ／ｃｍ3以下であることが好
ましい。
【００２９】
　密度が大き過ぎると、合成板の軽量化を図ることができず、特に自動車用内装座として
は不適当となる場合があり、密度が小さ過ぎると、強度不足や剛性不足となる場合がある
。
〔Ｖ－ｅ　製造方法〕
　本発明の合成板の製造方法は特に制限されず、任意の方法で製造することが可能である
が、主な方法としては、以下のような方法がある。
（ａ）クッション状のブレンド材（プリフォーム）の成形
　反毛機や混合機（例えばエアー式）を用いて、リグノセルロース系材料と、ポリブチレ
ンサクシネート系樹脂材料またはポリ乳酸系樹脂材料と、微小中空体材料とを混ぜ合わせ
ることで、クッション状のブレンド材を形成する（機械式ブレンド手法）。
【００３０】
　または、反毛機や混合機を用いて、リグノセルロース系材料と微小中空体材料とを混ぜ
合わせることで、クッション状の中間生成物であるクッション材を形成し、その後、この
クッション材に対してポリブチレンサクシネート系樹脂材料またはポリ乳酸系樹脂材料を
スプレーにより吹き付けた後で乾燥させることで、クッション状のブレンド材を形成する
（スプレー式ブレンド手法）。
【００３１】
　または、反毛機または混合機を用いて、リグノセルロース系材料からクッション材を形
成し、その後、このクッション材に対してポリブチレンサクシネート系樹脂材料またはポ
リ乳酸系樹脂材料と微小中空体材料とをスプレーにより吹き付けた後で乾燥させることで
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、クッション状のブレンド材を形成する（スプレー式ブレンド手法）。
　なお、このブレンド材は、プリフォームともいう。
【００３２】
　また、このブレンド材をどのような厚みにするかは、諸般の条件によって異なるが、例
えば、合成板の目標目付を４０００ｇ／ｍ2とし且つ目標高さを４ｍｍにする場合、ブレ
ンド材の厚みは７０～９０ｍｍとすることが好ましい。
（ｂ）加熱加圧成形
　形成する合成板に対応する形状の金型内に上記のブレンド材を載置し、その後、この金
型内のブレンド材を加熱プレス成形すると、ブレンド材のポリブチレンサクシネート系樹
脂材料またはポリ乳酸系樹脂材料が溶融し、リグノセルロース系材料とポリブチレンサク
シネート系樹脂材料またはポリ乳酸系樹脂材料とが強固に接着され、金型形状の合成板が
成形される。
【００３３】
　または、形成する合成板に対応する形状の口金を有する射出圧縮成形機に上記のブレン
ド材を投入し、加熱加圧されたブレンド材を口金から押し出すことにより、合成板が成形
される。
　このとき、ブレンド材には微小中空材が含有されているため、合成板の比重が適切に低
減され、合成板の軽量化を図ることができる。
【００３４】
　ここで、金型を用いた加熱プレス成形（金型成形）においては、シンプルな設備で安価
に合成板を作ることができるというメリットがある。
　他方、射出圧縮成形機を用いた方法においては、押出し機で事前にリグノセルロース系
材料と樹脂材料と微小中空体を混練りする必要がある。その混合した材料をペレット状に
して射出圧縮成形機に投入するだけで連続的に合成板を作ることができるので、大量の合
成板を作ることができるというメリットがある。
【００３５】
　（ｃ）布の貼付
　ブレンド材の表面に不織布または織布を載せ金型成形することで、ブレンド材に含まれ
るポリブチレンサクシネート系樹脂材料またはポリ乳酸系樹脂材料を溶融させ、不織布ま
たは織布とブレンド材とを接着させ、その結果、不織布または織布が接着された意匠性の
高い合成板を作ることもできる。
【００３６】
　或いは、ブレンド材を金型成形する際に、まず、高圧でブレンド材を加熱プレス成形し
、その後、加熱プレス成形されたブレンド材に対して不織布または織布を載置し、そして
、今度は低圧で不織布または織布が載置されたブレンド材を加熱プレス成形することで、
不織布または織布が接着された意匠性の高い合成板を作ることもできる。
　ここで、低圧で加熱プレス成形するのは、不織布または織布が潰れすぎることを防ぐこ
とで、意匠性を向上させるためである。
【００３７】
　このようにして意匠性の高い合成板を作る際にも、石油由来材料である接着剤を用いる
ことなく、ブレンド材に含まれる植物由来成分であるポリブチレンサクシネート系樹脂材
料またはポリ乳酸系樹脂材料を用いることで、作業性を向上しながら地球環境保護に寄与
することができる。
　なお、目付量は、不織布の場合は１００ｇ／ｍ2以上２００ｇ／ｍ2以下とすることが好
ましく、織布の場合は約３００ｇ／ｍ2とすることが好ましい。また、不織布としてはＰ
ＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）製のものを用いることが好ましい。なお、合成板に
意匠性が求められない場合、このような不織布または織布の貼付作業は不要である。
〔ＶＩ　具体的な適用例〕
　上述のようにして形成された本発明の合成板が適用されるものは、何ら制限がないが、
ここで、その一例を挙げる。
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【００３８】
　図１に示すように、車両１０における車室１１の天井には内装材であるヘッドライニン
グ１２が設けられている。
　そして、このヘッドライニング１２は、植物由来材料によって形成されているため、地
球環境保護に寄与することもできる。
　また、このヘッドライニング１２を、軽量化が図られた本発明の合成板により形成する
ことで、車両１０の重量低減による燃費の向上を図ることができるし、ヘッドライニング
１２が自重で垂れ下がるような事態を回避することができる。
【００３９】
　また、このヘッドライニング１２を、軽量化が図られた本発明の合成板により形成する
ことで、車両１０の重心を低くすることが可能となり、ドライバビリティの向上を図るこ
ともできるというメリットもある。
【実施例】
【００４０】
　次に、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、本発明はその要旨を超えない限
り、以下の実施例の記載に限定されるものではない。
　別添の図２に示す表は、後述する実施例１～４および比較例１～４の合成板の物性を示
すものである。
　ここで、「外観・意匠」については、発明者らが視認することにより判別したものであ
り、より具体的には、合成板に不自然な色が現れていないか、或いは、表面に不自然な気
泡や凹凸が生じていないかという観点に重点を置いて判別したものである。
【００４１】
　また、「平均比重」については、合成板の数箇所をサンプリングし、化学製品の密度及
び比重測定法[ＪＩＳ　Ｋ　００６１]天びん法により計測したものである。
　なお、石油由来材料であるフェノール樹脂と木材チップとから主に構成されている一般
的な合成板の比重は約１．２０である。したがって、以下の実施例における合成板の比重
が１．２０を下回ると、軽量化が成功したといえる。
【００４２】
　また、「発泡状態の安定性」については各箇所の比重を測定することにより計測した。
ここで比重のばらつきが大きければ、“不良”と判定し、他方、比重のばらつきが少なけ
れば“良好”と判定した。より具体的には、測定した比重の最小値および最大値の０．１
５以内（±０．１５）の範囲であれば“良好”と判定し、この範囲を超えると“不良”と
判定した。
〔実施例１〕
　以下の手順により、合成板を作製し、その物性を測定した。
・リグノセルロース系材料について
　竹を機械的に粉砕解繊し、その平均繊維長が１０～９０ｍｍであり且つその平均繊維幅
が０．１～１．６ｍｍであるものをリグノセルロース系材料として用いた。
・樹脂材料について
　三菱化学株式会社製のＧＳ　Ｐｌａ（商品名）をポリブチレンサクシネート系樹脂材料
を繊維化した樹脂材料とした。また、平均繊維長が５１ｍｍであり且つ平均繊維径が１３
ｄｔｅｘであるものを用いた。
・微小中空体材料について
　住友スリーエム株式会社製のスコッチライトグラスバブルズ（商品名），Ｋ３７（タイ
プ名）を微小中空体材料とした。また、平均粒径が４０μｍであるスコッチライトグラス
バブルズを用いた。
・ブレンド剤について
　上記のリグノセルロース系材料としての竹繊維と、ポリブチレンサクシネート系樹脂材
料としてのＧＳ　Ｐｌａ繊維と、微小中空体材料としてのスコッチライトグラスバブルズ
とを、反毛機により混ぜ合わせ、厚み約５０ｍｍのクッション状のブレンド材を形成した
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。
【００４３】
　このとき、竹繊維およびポリブチレンサクシネート系樹脂繊維の合計重量に対して、ポ
リブチレンサクシネート系樹脂繊維の重量比が４０重量％となるように配合した。
　また、竹繊維，ポリブチレンサクシネート系樹脂繊維およびガラスバルーンの合計重量
に対して、ガラスバルーンの重量比が１０重量％となるように配合した。
・加熱加圧成形について
　上記のブレンド材を金型に入れ加熱プレス成形をした。
【００４４】
　このときの加熱温度は約１４０℃、圧力は約５０ｋｇｆ／ｃｍ2、加圧時間は約７分と
した。
・合成板の評価
　本実施例における合成板は、外観・意匠については良好であり、また、平均比重は０．
９２であって軽量化に成功している。また、合成板における比重のばらつきも少なく、成
形安定性についても良好であると判断された。
〔実施例２〕
　以下の手順により、合成板を作製し、その物性を測定した。
・リグノセルロース系材料について
　ケナフを機械的に解繊し、その平均繊維長が３０ｍｍ以上５０ｍｍ以下であり且つその
平均繊維幅が０．１～１・５ｍｍであるものをリグノセルロース系材料として用いた。
・樹脂材料について
Ｎａｔｕｒｅ　Ｗｏｒｋｓ社製のＮａｔｕｒｅ　Ｗｏｒｋｓ（商品名）を繊維としたポリ
乳酸系樹脂を樹脂材料とした。また、平均繊維長が５１ｍｍであり且つ平均繊維径が１１
ｄｔｅｘであるものを用いた。
・微小中空体材料について
　浅間軽石株式会社製のサイラックスバルーン（商品名），ＰＢ－０５（タイプ名）を微
小中空体材料とした。また、平均粒径が４０μｍであるこのサイラックスバルーンを用い
た。
・ブレンド剤について
　上記のリグノセルロース系材料としてのケナフと、ポリ乳酸系樹脂材料としてのＮａｔ
ｕｒｅ　Ｗｏｒｋｓと、微小中空体材料としてのサイラックスバルーンとを、反毛機によ
り混ぜ合わせ、厚み約５０ｍｍのクッション状のブレンド材を形成した。
【００４５】
　このとき、ケナフおよびＮａｔｕｒｅ　Ｗｏｒｋｓ（ポリ乳酸系樹脂材料）の合計重量
に対して、Ｎａｔｕｒｅ　Ｗｏｒｋｓの重量比が３０重量％となるように配合した。
　また、ケナフ繊維、Ｎａｔｕｒｅ　Ｗｏｒｋｓおよびサイラックスバルーンの合計重量
に対して、サイラックスバルーンの重量比が１５％となるように配合した。
・加熱加圧成形について
　上記のブレンド材を金型に入れ加熱プレス成形をした。
【００４６】
　このときの加熱温度、加熱温度および圧力は、それぞれ、実施例１と同様の条件とした
。
・合成板の評価
　本実施例における合成板は、外観・意匠について良好であり、また、平均比重は０．８
４であって軽量化に成功している。また、合成板における比重のばらつきも少なく、成形
安定性についても良好であると判断された。
〔実施例３〕
　以下の手順により、合成板を作製し、その物性を測定した。
・リグノセルロース系材料について
　ケナフを機械的に解繊することで繊維化し、その平均繊維長が２５ｍｍ以上７０ｍｍ以
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下であり且つその平均繊維幅が０．１～１．５ｍｍであるケナフ繊維をリグノセルロース
系材料として用いた。
・ポリブチレンサクシネート系樹脂材料について
　三菱化学株式会社製のＧＳ　Ｐｌａ（商品名）をポリブチレンサクシネート材料の繊維
化した樹脂材料とした。また、平均繊維長が５１ｍｍであり且つ平均繊維径が１３ｄｔｅ
ｘであるものを用いた。
・微小中空体材料について
　東海工業株式会社製のフライアッシュバルーン（商品名），ＴＦ－５０（タイプ名）を
微小中空体材料とした。また、平均粒径が１５０μｍであるフライアッシュバルーンを用
いた。
・ブレンド剤について
　上記のリグノセルロース系材料としてのケナフと、ポリブチレンサクシネート系樹脂材
料としてのＧＳ　Ｐｌａと、微小中空体材料としてのフライアッシュバルーンとを、反毛
機により混ぜ合わせ、厚み約５０ｍｍのクッション状のブレンド材を形成した。
【００４７】
　このとき、竹およびＧＳ　Ｐｌａ（ポリブチレンサクシネート系樹脂材料）の合計重量
に対して、ＧＳ　Ｐｌａの重量比が４０重量％となるように配合した。
　また、竹繊維，ＧＳ　Ｐｌａおよびフライアッシュバルーンの合計重量に対して、フラ
イアッシュバルーンの重量比が１０重量％となるように配合した。
・加熱加圧成形について
　上記のブレンド材を金型に入れ加熱プレス成形をした。
【００４８】
　このときの加熱温度、加熱温度および圧力は、それぞれ、実施例１および実施例２と同
様の条件とした。
・合成板の評価
　本実施例における合成板は、外観・意匠が良好であり、また、平均比重が０．８０であ
って軽量化に成功している。また、合成板における比重のばらつきも少なく、成形安定性
についても良好であると判断された。
〔実施例４〕
　以下の手順により、合成板を作製し、その物性を測定した。
・リグノセルロース系材料について
　竹を機械的に粉砕解維し、その平均繊維長が２５～７０ｍｍであり且つその平均繊維幅
が０．１～１．６ｍｍであるものをリグノセルロース系材料として用いた。
・樹脂材料について
・ポリブチレンサクシネート系樹脂材料について
　三菱化学株式会社製のＧＳ　Ｐｌａ（商品名）をポリブチレンサクシネート系樹脂材料
の繊維化した樹脂材料とした。また、平均繊維長が５１ｍｍであり且つ平均繊維径が１３
ｄｔｅｘであるものを用いた。
・微小中空体材料について
　松本油脂製薬株式会社製のマツモトマイクロスフェア（商品名），Ｆ３６－Ｄ（タイプ
名）を微小中空体材料とした。また、平均粒径が５～１５μｍであるマツモトマイクロス
フェアを用いた。
・ブレンド剤について
　上記のリグノセルロース系材料としての竹と、ポリブチレンサクシネート系樹脂材料と
してのＧＳ　Ｐｌａと、微小中空体材料としてのマツモトマイクロスフェアとを、反毛機
により混ぜ合わせ、厚み約５０ｍｍのクッション状のブレンド材を形成した。
【００４９】
　このとき、竹およびＧＳ　Ｐｌａ（ポリブチレンサクシネート系樹脂材料）の合計重量
に対して、ＧＳ　Ｐｌａの重量比が４０重量％となるように配合した。
　また、竹繊維、ＧＳ　Ｐｌａおよびマツモトマイクロスフェアの合計重量に対して、マ



(13) JP 2008-30380 A 2008.2.14

10

20

30

40

50

ツモトマイクロスフェアの重量比が１０重量％となるように配合した。
・加熱加圧成形について
　上記のブレンド材を金型に入れ加熱プレス成形をした。
【００５０】
　このときの加熱温度、加熱温度および圧力は、それぞれ、上述の実施例１～３と同様の
条件とした。
・合成板の評価
　本実施例における合成板は、外観・意匠が良好であり、また、平均比重が０．４０であ
って大幅な軽量化に成功している。また、合成板における比重のばらつきも少なく、成形
安定性についても良好であると判断された。
〔比較例１〕
　以下の手順により、合成板を作製し、その物性を測定した。
・リグノセルロース系材料について
　竹を機械的に粉砕解繊し、その平均繊維長が２５～７０ｍｍであり且つその平均繊維幅
が０．１～１．６ｍｍであるものをリグノセルロース系材料として用いた。
・樹脂材料について
　三菱化学株式会社製のＧＳ　Ｐｌａ（商品名）を繊維化したポリブチレンサクシネート
系樹脂材料を樹脂材料とした。また、平均繊維長が５１ｍｍであり且つ平均繊維径が１３
ｄｔｅｘであるものを用いた。
・発泡剤について
　アゾジカーボンアミド系の化学発泡剤として、三協化成株式会社製のセルマイクＣＡＰ
（商品名）を用いた。
・ブレンド剤について
　上記のリグノセルロース系材料としての竹と、ポリブチレンサクシネート系樹脂材料と
してのＧＳ　Ｐｌａと、アゾジカーボンアミド系の化学発泡剤としてのセルマイクＣＡＰ
とを、反毛機により混ぜ合わせ、厚み約５０ｍｍのクッション状のブレンド材を形成した
。
【００５１】
　このとき、竹およびＧＳ　Ｐｌａ（ポリブチレンサクシネート系樹脂材料）の合計重量
に対して、ＧＳ　Ｐｌａの重量比が４０重量％となるように配合した。
　また、竹繊維，ＧＳ　ＰｌａおよびセルマイクＣＡＰの合計重量に対して、セルマイク
ＣＡＰの重量比が３重量％となるように配合した。
・加熱加圧成形について
　上記のブレンド材を金型に入れ加熱プレス成形をした。
【００５２】
　このときの加熱温度、加熱温度および圧力は、それぞれ、上述の実施例１～４と同様の
条件とした。
・合成板の評価
　アゾジカーボンアミドであるセルマイクＣＡＰが、竹繊維およびポリブチレンサクシネ
ート系樹脂繊維に対して微細に均一に混ざらず、発泡が局所的に生じてしまった。
【００５３】
　このため、外観・意匠については“不良”という評価判定となった。
　また、この局所的な発泡により、平均比重を計測することができなかった。
　さらに、成形安定性（発泡状態）についても、局部的に大きな発泡が生じていたため”
不良”と判断するに至った。
〔比較例２〕
　以下の手順により、合成板を作製し、その物性を測定した。
・リグノセルロース系材料について
　竹を機械的に粉砕解繊し、その平均繊維長が２５～７０ｍｍであり且つその平均繊維径
が０．１～１．６ｍｍであるものをリグノセルロース系材料として用いた。
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・樹脂材料について
　三菱化学株式会社製のＧＳ　Ｐｌａ（商品名）を繊維化したポリブチレンサクシネート
系樹脂材料を樹脂材料とした。また、平均繊維長が５１ｍｍであり且つ平均繊維径が１３
ｄｔｅｘであるものを用いた。
・微小中空体材料および発泡剤について
　微小中空体材料や発泡剤を用いなかった。
・ブレンド剤について
　上記のリグノセルロース系材料としての竹と、ポリブチレンサクシネート系樹脂材料と
してのＧＳ　Ｐｌａとを、反毛機により混ぜ合わせ、厚み約５０ｍｍのクッション状のブ
レンド材を形成した。
【００５４】
　このとき、竹および（ポリブチレンサクシネート系樹脂材料）の合計重量に対して、Ｇ
Ｓ　Ｐｌａ重量比が４０重量％となるように配合した。
・加熱加圧成形について
　上記のブレンド材を金型に入れ加熱プレス成形をした。このときプレス圧を比較的低い
３０ｋｇｆ／ｃｍ2に設定した。
【００５５】
　このときの加熱温度および加熱温度は、それぞれ、上述の実施例１～４および比較例１
と同様の条件とした。
・合成板の評価
　上記の条件を変えていないにも関わらず、加熱プレス成形のたびに合成板の比重が変化
した。つまり、合成板の比重がばらついてしまうという現象が生じた。
〔比較例３〕
　以下の手順により、合成板を作製し、その物性を測定した。
・リグノセルロース系材料について
　竹を機械的に粉砕解繊し、その平均繊維長が２５～７０ｍｍであり且つその平均繊維径
が０．１～１．６ｍｍであるものをリグノセルロース系材料として用いた。
・樹脂材料について
　三菱化学株式会社製のＧＳ　Ｐｌａ（商品名）を繊維化したポリブチレンサクシネート
系樹脂材料を樹脂材料とした。また、平均繊維長が５１ｍｍであり且つ平均繊維径が１３
ｄｔｅｘであるものを用いた。
・微小中空体材料および発泡剤について
　微小中空体材料や発泡剤を用いなかった。
・ブレンド材について
　上記のリグノセルロース系材料としての竹と、ポリブチレンサクシネート系樹脂材料と
してのＧＳ　Ｐｌａとを、反毛機により混ぜ合わせ、厚み約５０ｍｍのクッション状のブ
レンド材を形成した。
【００５６】
　このとき、竹およびＧＳ　Ｐｌａの合計重量に対して、ＧＳ　Ｐｌａの重量比が４０重
量％となるように配合した。
・加熱加圧成形について
　上記のブレンド材を金型に入れ加熱プレス成形をした。このときプレス圧を、比較例２
と同様、比較的低い３０ｋｇｆ／ｃｍ2に設定した。
【００５７】
　また、このときの加熱温度および加熱温度は、それぞれ、上述の実施例１～４および比
較例１～２と同様の条件とした。
・合成板の評価
　上記の条件を変えていないにも関わらず、加熱プレス成形のたびに合成板の比重が変化
した。つまり、合成板の比重がばらついてしまうという現象が生じた。
【００５８】
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　なお、本実施例の合成板は、外観・意匠については問題ないものの、比重の軽量化を図
ることはできなかった。
　また、成形安定性（発泡状態）についても、比重のばらつきが大きいため、”不良”と
判断するに至った。
　したがって、この実施例３および上述の実施例２に示すように、単にプレス圧を低減し
たとしても、実施例１～４に示す本発明のように、軽量化を図りながら必要な剛性や強度
を得ることはできないのである。
〔比較例４〕
　従来の合成板の一例を示したものである。この合成板は、石油由来材料であるフェノー
ル樹脂と木材チップとから主に構成されている。
【００５９】
　この合成板は、外観・意匠および比重のいずれにおいても特に問題は無いが、上述のよ
うに、石油由来材料を用いているという点で、地球環境保護の観点からは好ましいものと
はいえない。また、微小中空材料を混入させても適切に軽量化を図ることができない。
　つまり、フェノール樹脂と木材チップとからなる合成板では、熱硬化性樹脂であるフェ
ノール樹脂から縮合時（硬化時）に発生する水蒸気の気泡が合成板表面に生じることを防
ぐため、成形時の圧力を高く設定する。
【００６０】
　このため、仮にフェノール樹脂と木材チップに対して微小中空材料を混ぜ合わせると、
この微小中空材料の殻が破損してしまう事態が生じるのである。
　また、殻の硬い微小中空材料を用いるという手法も理論上は可能であるものの、実際に
は、合成板の強度を維持するためバインダー（接着剤）としてのフェノール樹脂の量を増
大させざるを得ず、このような石油由来材料の配合量を増大させることは、地球環境保護
の観点から避けるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の一実施形態に係る合成板を車両の内装材であるヘッドライニングに適用
した場合を示す模式的な斜視図である。
【図２】実施例１～４および比較例１～４に係る合成板の物性を示す表である。
【符号の説明】
【００６２】
　１０　車両
　１１　車内
　１２　ヘッドライニング
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